
稚内労働基準監督署

区分 業種割合

業種別 死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数 増減率 （％） 死亡 休業 合計

1 88 89 111 111 - 22 - 19.8 100.0 123 123

1 88 89 111 111 - 22 - 19.8 100.0 123 123

1 11 12 15 15 - 3 - 20.0 13.5 19 19

食 料 品 1 8 9 12 12 - 3 - 25.0 10.1 17 17

木材木製品 2 2 1 1 1 100.0 2.2 1 1

紙 ・ パ ルプ 0.0

窯業 ・土石 1 1 1 1 ±0 0.0 1.1 1 1

金属 ・機械 1 1 - 1 - 100.0 1 1

そ の 他 0.0

0.0

1 1 1 1 ±0 0.0 1.1 1 1

17 17 23 23 - 6 - 26.1 19.1 25 25

土木工事業 6 6 10 10 - 4 - 40.0 6.7 11 11

建築工事業 4 4 9 9 - 5 - 55.6 4.5 9 9

木造建築業 4 4 3 3 1 33.3 4.5 3 3

設備工事業 3 3 1 1 2 200.0 3.4 2 2

5 5 10 10 - 5 - 50.0 5.6 10 10

1 1 1 1 ±0 0.0 1.1 1 1

0.0

1 1 2 2 - 1 - 50.0 1.1 2 2

11 11 14 14 - 3 - 21.4 12.4 15 15

9 9 6 6 3 50.0 10.1 7 7

5 5 1 1 4 400.0 5.6 1 1

2 2 6 6 - 4 - 66.7 2.2 6 6

25 25 32 32 - 7 - 21.9 28.1 35 35

※本統計は、速報値であり後日修正されることがあります。

※稚内労働基準監督署の管轄は、宗谷地方（稚内市、豊富町、猿払村、利尻町、利尻富士町、礼文町、枝幸町、浜頓別町、

中頓別町、幌延町）及び留萌地方北部（天塩町、遠別町）の１市１０町１村です。
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令和６年　業種別労働災害発生状況
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除 く 鉱 業 計

道路貨物運送

土 石 採 取 業

全 産 業 合 計

（令和６年１１月末）

※本統計は労働者死傷病報告書(休業４日以上）から集計したものであり、前年同期との比較です。
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（令和６年１１月末）

Ｎｏ． 発生月 発生時 事故の型 起因物 業種 災害の概要

1 8 16
　　墜落、
　　転落

　　階段、
　　桟橋

水産食料
品製造業

　ホタテの加工場において、派遣労働者である被
災者は、ホタテの貝剥き作業を終え、加工場内の
階段を歩いていた際に転落し、床に額を打ちつけ
たもの。

令和６年 稚内労働基準監督署管内の死亡災害概要



業種別・事故の型別労働災害発生状況 （令和６年１１月末）
稚内労働基準監督署
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1 墜落・転落 5 3 1 1 1 7 4 3 2 1 2 2 2 22

2 転倒 3 3 4 2 2 1 1 2 4 2 3 20

3 激突 1 1 2 2 5

4 飛来・落下 1 1 2

5 崩壊・倒壊 1 1 2 1 1 1 4

6 激突され 2 1 1 4

7 はさまれ・巻き込まれ 1 1 3 1 5

8 切れ・こすれ 1 1 1 1 2

9 踏抜き

10 おぼれ

11 高温・低温の物との接触 2 2 2

12 有害物との接触 1 1

13 感電

14 爆発

15 破裂

16 火災

17 交通事故(道路) 1 2 3

18 交通事故(その他)

19 動作の反動・無理な動作 1 1 1 1 1 2 6

90 その他 13 13

99 分類不能

12 9 2 1 1 17 6 4 4 3 5 1 1 11 9 5 2 25 89合 計
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事故の型別・起因物別労働災害発生状況 （令和６年１１月末）
稚内労働基準監督署
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1 墜落・転落 1 1 1 5 5 8 1 22

2 転倒 12 6 2 20

3 激突 1 4 5

4 飛来・落下 1 1 2

5 崩壊・倒壊 2 2 4

6 激突され 1 2 1 4

7 はさまれ・巻き込まれ 3 1 1 5

8 切れ・こすれ 1 1 2

9 踏抜き

10 おぼれ

11 高温・低温の物との接触 1 1 2

12 有害物との接触 1 1

13 感電

14 爆発

15 破裂

16 火災

17 交通事故(道路) 3 3

18 交通事故(その他)

19 動作の反動・無理な動作 1 1 1 1 2 6

90 その他 13 13

99 分類不能

2 1 1 2 6 6 6 1 6 28 1 1 11 13 4 89合 計

　　　　　　　　　起因物

事故の型

令和６年



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
翌１

月

翌２

月
確定

令和4年 9 17 29 49 59 74 87 95 111 125 149 191 242 248 257

令和5年 3 21 25 36 42 49 57 68 91 102 111 119 122 123 123

令和6年 3 9 26 32 41 49 60 66 70 80 89

0

50

100

150

200

250

300

令和４年～令和６年労働災害発生状況（全産業・累計）
稚内労働基準監督署



先月の労働者死傷病報告書（休業４日以上）の受付状況

製造業 0 件
建設業 3 件
道路貨物運送業 1 件
林業 0 件
その他の事業 5 件
計 9 件

※労働災害の発生月と労働者死傷病報告書の提出月は異なる場合があります。
※紹介している労働災害事例は確認された労働災害の一例であり、災害件数と事例数は異なる場合があります。

３　稚内署からのお知らせ
〇電子申請が義務化されます（１月１日～）
　労働者死傷病報告、安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告、定期健康診断結果報告、
ストレスチェック結果報告、有機溶剤等健康診断結果報告、じん肺健康管理状況報告等について電
子申請が義務化されます。
　【手順】
　１　e-Govアカウント又はGビズIDの取得
　２　安全衛生帳票入力支援サービスを使用して各種報告書を作成
　３　そのまま電子申請に進む

〇北海道冬季ゼロ災運動（１２月１日～３月３１日）
　冬季の北海道では、路面凍結等による転倒、自動車のスリップや吹雪等の視界不良による交通事
故、除雪作業に伴う墜落や重機との接触、屋内での内燃式発電機等の使用による一酸化炭素中毒な
どの冬季特有の労働災害が多く発生していることから本年も同運動を展開します。

〇建設工事追い込み期労働災害防止運動（10月１日～12月31日）
　建設業の労働災害は、例年、追い込み期に当たる10月から12月に多発する傾向にあり、同時期の
過去５年間の死亡者数を都道府県労働局別で比較すると、北海道が突出している状況にあります。
　建設業の三大災害はもちろんのこと、路面の凍結による転倒や内燃機関による一酸化炭素中毒等
の冬季特有の労働災害防止への取組をお願いします。
　保護帽等に貼付するシールは稚内労働基準監督署窓口で配布しています。

〇HP「稚内労働基準監督署からのお知らせ」について
　「稚内労働基準監督署からのお知らせ」では、毎月１０日ごろ、稚内署管内の労働災害の発生状況
を掲載しています。安全教育等の資料として御活用ください。

 ＜労働災害発生件数は大幅減少傾向＞
１　労働災害発生状況
　令和６年１１月に確認した休業４日以上の労働災害件数は９件あり、休業１か月以上の労働災害件数は６件でした。
　令和６年の労働災害件数は合計で８９件となり、前年同期比２２件減となりました。
　新型コロナウイルス感染症によるものを除いた件数は７６件であり、昨年同期比１９件減となっています。
　６０歳以上の高年齢労働者による労働災害件数は３６件で全体の４０．４％を占めています。

２　労働災害事例（括弧内は年齢性別、休業見込期間）※抜粋
【建設業】
・機材を担いで運搬していた際に、通路の石に足を滑らせてバランスを崩し、足を踏ん張ったところ、左足アキレス腱を断
裂したもの。（３０代男性、２週間）
・足場の組立作業中、足を踏み外して１層目の上（高さ１．８ｍ）から墜落し、右肋骨を骨折したもの。（６０代男性、１か
月）
・片付け作業中、ペール缶（バケツ型の容器）を持った状態で前のめりに転倒し、胸骨を骨折したもの。（５０代男性、１か
月）
【運送業】
・自社建物の床張り作業中、足を踏み外して垂木を跨ぐような格好で落ちて股間を強打し、尿道損傷となったもの。（４０
代男性、３か月）
【漁業】
・沖合において、フック付のロープを使用して網を引き揚げる際に、フックが網から外れ、ドラムに巻き取られるロープに
足が絡まり、引きずられるように回転し、左肩甲骨と右下腿を骨折したもの（３０代男性、６か月）
・船から港に降りようとした際に、船と港の間に落ちそうになり、咄嗟に船からぶら下がっているロープに左手で捕まった
ところ、左肩を脱臼したもの。（２０代男性、２か月）
・ホタテ漁において、八尺に入ったホタテの砂を落とす作業中、下がっていく網に指が挟まって抜くことができず、左手第
三指を骨折したもの。（２０代男性、２か月）

（漁業３、社会福祉施設１、警備業１）

「Ｓａｆｅコンソーシアム」の加盟企業名を稚内署に掲示しています！
Safeコンソーシアムに加盟の企業名を稚内署内に掲示していますので、加盟後は、稚内労働基準監督署まで

ご連絡ください。（0162-73-0777）

「Ｓａｆｅコンソーシアム」の加盟企業名を稚内署に掲示しています！
Safeコンソーシアムに加盟の企業名を稚内署内に掲示していますので、加盟後は、稚内労働基準
監督署までご連絡ください。（0162-73-0777）

安全衛生帳票入力

支援サービス

稚内署HP

剣節工事追い込み期

労働災害防止運動

北海道冬季ゼロ災運動


